
 

 

習（OJT）と座学（OFF-JT）

を組み合わせた訓練（若者チ

ャレンジ訓練）を実施した場

合に、「訓練奨励金」として

受講者１人１月当たり 15 万

円〔最大２年間〕が支給され

ます。 

さらに、上記の訓練終了後

に、訓練受講者を正社員とし

て雇用した場合には、「正社

員雇用奨励金」として１年経

過時に１人当たり 50 万円、

２年経過時に１人当たり 50

万円〔合計 100万円〕が支給

されます。 

◆要件の確認が必要 

この奨励金の要件である

「35 歳未満の若者」「若者チ

ャレンジ訓練」の詳細につい

ては確認が必要です。 

なお、ここでいう「座学

（OFF-JT）」については、自

社の従業員が講師を務めて

も良いこととされている点

は、費用の面から見ても大き

なメリットと言えます。 

◆早めに手続きを行うこと

が重要 

この奨励金は「平成 25 年

度末（平成 26年３月末）」ま

での時限措置となっていま

す。また、政府の予算の範囲

内で支給されるものですの

で、予算額に達した場合には

申請の受付が終了してしま

います。 

申請を検討されている場

合は、早めに手続きを行うこ

とが重要です。 

 

マイナンバー法」による

会社実務への影響 

◆概要と施行後の利用イメ

ージ 

「マイナンバー法」が今国

会で成立する見通しとなっ

ています。 

同法施行後は、国民１人ひ

とりに「マイナンバー」（以

下、「番号」という）が割り

当てられ、各種手続きや申請

の場面で利用されることと

なり、事務の効率化が図られ

る…というイメージはすで

に多くの方がお持ちだと思

いますが、実は、すぐにすべ

ての場面で利用されるわけ

ではありません。 

政府・与党の社会保障改革

検討本部では、フェーズ１か

ら３まで、段階的に利用範囲

を拡大する構想を持ってお

り、フェーズ１では社会保障

および税の分野での利用、フ

ェーズ２では幅広い行政分

野での利用、フェーズ３では

国民が自ら同意した場合の

民間サービス等での利用、と

なっています。 

◆給与計算、労働・社会保険

に与える影響 

では、給与計算や労働・社

会保険の手続実務は、どのよ

うに変わるのでしょうか？ 

まず、番号は各人に対して

居住する市町村から通知され

ます。施行に伴い各種申請書

等には番号を記載する欄が設

けられますので、企業は従業

員から番号の提供を受け、税

務上はその番号を源泉徴収票

等の記載欄に記載し、支払調

書等提出することとなりま

す。 

なお、企業経営者には経営

者個人の番号と法人に割り当

てられる番号を紐付けするこ

とにより、課税強化がなされ

ることを心配する声がありま

すが、このような取扱いは法

律で禁じられているため、個

人の番号と法人の番号が紐付

けされることはありません。 

同様に、労働・社会保険の

手続きにおいても申請書等に

番号を記載しますが、厚生労

働省の資料（「マイナンバー法

案に係る厚生労働省関係の業

務について」）によれば、傷病

手当金支給申請者の所得確認

や労災年金支給申請者の他給

付の受給状況の確認、未支給

となっている失業等給付や年

金給付に関する手続き、国民

年金保険料の免除申請等、

様々な分野での利用が見込ま

れるだけでなく、添付書類の

省略等も予定されています。 

 

 

 

 

 

 

◆個人情報保護への影響 

現行の個人情報保護法で

解雇回避努力の履行、被解雇

選定者の合理性、手続きの妥

当性）が必要であるとされ、

解雇の実施は企業にとって

非常にハードルの高いもの

となっています。 

◆賛成側・反対側の意見 

整理解雇のトラブルが裁

判所に持ち込まれ、元従業員

が勝訴した（解雇が不当であ

ると認定された）場合、職場

復帰が原則となりますが、元

の職場に戻るのは現実的に

は難しいものです。 

そのような場合、「和解金

を支払うことでトラブルを

解決する（職場復帰させな

い）のが妥当である」「和解

金の相場がわかればトラブ

ルの早期解決につながる」な

どというのが、制度導入に賛

成する側の意見です。 

一方、導入を反対する側の

意見には、「『解雇が違法であ

る』と裁判所が認めたのに職

場復帰できないのはおかし

い」「企業が『お金を払えば

解雇できる』と安易に考えや

すくなる」などといったもの

があります。 

◆制度実現には労使双方の

合意が不可欠 

この制度の実現には、労働組

合や中小企業経営者との調

整が焦点となると言われて

います。どのような制度が企

業側・労働者側の双方にとっ

てよいものなのか、ある程度

の合意が見られなければ制

度の導入は難しいと言える

でしょう。 

 

今年度限定の奨励金！

「若者チャレンジ 

奨励金」のポイント 

◆厚労省が始めた３つの 

事業 

厚生労働省は、今年度か

ら、若年者・非正規雇用労働

者の雇用支援策として、次の

３つの事業を新たにスター

トさせました。 

（１）「若者チャレンジ奨励

金」 

（２）「若者応援企業宣言事

業」 

（３）「キャリアアップ助成

金」 

ここでは、多くの企業が活

用できる可能性のある「若者

チャレンジ奨励金」について

ご紹介します。 

◆奨励金の概要 

この「若者チャレンジ奨励

金」は、事業主が、35 歳未

満の非正規雇用の若者を、自

社の正社員として雇用する

ことを前提に、自社内での実

今話題となっている「解

雇の金銭解決制度」と

は？ 

◆これから議論が本格化？ 

最近、「解雇の金銭解決制

度」（従業員が解雇されたと

きに企業が和解金を支払っ

て解決する仕組み）が大きな

話題となっています。数年前

から議論さていましたが、今

年２月の規制改革会議で委

員の１人から具体的な提案

がなされて以降、議論が活発

化してきました。 

政府の産業競争力会議が

６月にまとめる予定の「成長

戦略」に盛り込まれることは

見送られたようですが、今夏

に行われる参院選終了後に

議論が本格化するとも言わ

れており、企業にとっては注

目しておきたいトピックで

す。 

◆ハードルの高い「解雇」 

解雇については、法律で、

「客観的に合理的な理由を

欠き、社会通念上相当である

と認められない場合は、その

権利を濫用したものとして、

無効」（労働契約法 16条）と

されています。 

また、判例では、解雇（整

理解雇）を行う場合には４つ

の要件（人員削減の必要性、
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